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主 要 判 決 全 文 紹 介

【本判決の要旨、考察】

１．特許請求の範囲（請求項６も同様）
「【請求項１】一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって、前記リンクはブルニア
ンリンクであり、前記アイテムはブルニアンリンクアイテムであり、ベースと、ベース上にサポート
された複数のピンと、を備え、前記複数のピンの各々は、リンクを望ましい向きに保持するための上
部部分と、当該複数のピンの各々の、ピンの列の方向の前面側の開口部とを有し、複数のピンは、複
数の列に配置され、相互に離間され、且つ、前記ベースから上方に伸びている装置。」

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」事件−パリ条約に基づく
「部分優先」が認められた事例）［上］（全２回）
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−令和元年（行ケ）第10132号、令和２年11月５日判決言渡（鶴岡裁判長）−

＊付記弁理士登録済

副所長 弁理士 塩崎　 　進
弁理士 杉江　 顕一
弁理士 矢後　 知美＊

弁理士 千野　 櫻子
弁理士 小田切　 美紗

中国弁理士 鄭　　 益鴻

副所長 弁理士 木村　 伸也, Ph.D.
弁理士 井上　 純一郎＊

弁理士 大栗　 由美
弁理士 高河原　 芳子, Ph.D.
弁理士 松浦　 綾子
技術顧問 R. Sankaran, Ph.D.

所長 弁理士 葛和　 清司＊


